
特定健診を受けましょう ジェネリック医薬品を活用しましょう

　 飲みやすく・使いやすい
新薬と同じ品質を保ちつつ、研究開発により形状 
や大きさ等を改良し、飲みやすく改善されている 
ジェネリック医薬品もあります。

　 同じ有効成分
ジェネリック医薬品は新薬と同じ有効成分で製造
されています。
品質についても新薬と同等の基準に基づいて製造 
されており、厚生労働省により新薬と効果・効能 
や安全性が同等と認められているため安心して利 
用できます。

　 お薬代が安くなります
新薬の開発には長い時間と多くの費用がかかりま 
すが、ジェネリック医薬品はすでに有効性が確認 
されている新薬と同じ有効成分で製造するため、 
開発費が抑えられ、その分価格が安くなります。

医療機関や薬局等で処方される薬には、新薬（先発医薬品）と呼ば
れるものと、ジェネリック医薬品（後発医薬品）があります。
ジェネリック医薬品の使用を促進して、医療費の適正化につなげる
取組みが進められています。
ジェネリック医薬品について理解を深めて、活用してみましょう。
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今まで飲んでいたお薬をジェネリック医薬品に変更する
場合、短期間だけジェネリック医薬品を試すことができ
る「分割調剤」という制度があります。

ジェネリック医薬品はお試し調剤が可能です

たばこお酒

健診を受けるといいことたくさん

生活習慣病の予防・改善のために

生活習慣病を早期に発見
生活習慣病は重症化するまで気づかないこともあります。特定健診を
受けることで早期発見につながり、重症化を予防することができます。
専門家の支援が受けられる
特定保健指導に該当した人は、専門家から生活習慣改善のアドバイ
ス等を受けられます。
個人の健康状態やライフスタイルに合わせた支援を受けることで、
効果的に生活習慣を改善することができます。
医療費の適正化につながる
健診を受けて生活習慣病の発症・重症化が予防できれば、個人の医
療費の負担が少なくなるだけでなく、国保全体の医療費の適正化に
つながります。医療費の適正化ができれば保険料（税）の引き下げ
にもつながります。

食事
食生活を見直してバ
ランスの取れた食事
を心がけましょう

日常生活でこまめに
運動を取り入れま
しょう

自分のため・周りの
ためにも禁煙にチャ
レンジしてみましょう

お酒は適量をまもっ
て楽しく飲みましょ
う

マイナポータルから特定健診情報等も確認できます。
※マイナポータル…政府が提供している、オンラインで自分の
　情報が見られる等の機能を有する自分専用のサイト

ジェネリック医薬品のポイント

安い



ジェネリック医薬品を活用しましょう お薬を安全に使用するために

重複服薬
複数の医療機関等にかかってい
る場合、同じ効能の薬が重複し
て処方され、服薬すること。

自分の病気や薬のことを把握してくれて
いる、かかりつけ医師・薬剤師を持つこ
とは重複・多剤服薬の危険を回避するた
めの第一歩。薬についての悩みや疑問な
ど、気軽に相談してみましょう。

服用している薬の情報を１つにまとめる
ことで「薬の効能の重複がないか」、「飲
み合わせが悪い薬がないか」など自分の
服用状況を正しくチェックし、しっかり
と把握してもらうことができます。

多剤服薬の中でも、特に害をなすものをいいます。
多くの薬を服用しているために、副作用を起こしたり、きちんと薬が
服用できなくなったりしている状況のことをいいます。
単に薬を多く服用しているだけではないということがポイントです。｠

多剤服薬
必要以上に多くの種類の薬が
処方され、服薬すること。
通常６種類以上。

重複・多剤服薬とは

ポリファーマシーとは

①『かかりつけ医』・
　『かかりつけ薬局』を
  持ちましょう

②『お薬手帳』は必ず持参！
　『１冊』にまとめて管理
　 しましょう

お薬を安全に使用するための２つのポイント

体への負担が大きくなるリスクがあります

※病気によっては治療のために必要な薬の数が
　６種類を超える場合もあります。

○ 効能が重複すると……………薬の効き目が強くなりすぎる
○ 必要以上の薬の服薬で………気づかないうちに飲み合わせが悪く
　　　　　　　　　　　　　 　なっていることも

薬に関するお悩みはかかりつけの医師・薬剤師に相談を！
自己判断で服薬をやめることは危険です

お薬を安全に使用するためにお薬を安全に使用するためにジェネリック医薬品を利用するときは

医薬品の自己負担の仕組み

●「特別の料金」＝ 先発医薬品と後発医薬品の価格差の４分の１相当

ジェネリック医薬品があるお薬で、先発医薬品の処方を希望した際に
「特別の料金」をお支払いいただく場合があります。(長期収載品の選定療養)

例えば・・・
先発医薬品＝１錠 100円　  　後発医薬品＝１錠 60円 の場合

・医療上、先発医薬品を処方・調剤する必要がある場合等は「特別の料金」は不
要です

・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます
・端数処理の関係などで特別の料金が４分の１にならない場合もあります
・後発医薬品がいくつか存在する場合･･･薬価が一番高い後発医薬品との価格差
で計算します

・過去に当該後発医薬品で副作用等が出たことがある場合…医師、薬剤師等に
ご相談ください

・医療機関、薬局等に後発医薬品の在庫がない場合…「特別の料金」は必要あり
ません

⇒詳しくは、厚生労働省HPをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/index.html

100円 － 60円 ＝ 差額40円 × 　 ＝ 10円 (差額40円の４分の１）
を通常の１～３割の患者負担とは別にお支払いいただきます。
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※令和８年度診療報酬改定時に見直しされる予定です。

医師や薬剤師に相談しましょう
ジェネリック医薬品を希望する場合、まずは医師や薬剤師に相談して 
みましょう。
全ての新薬に対してジェネリック医薬品が存在するわけではなく、治 
療内容によってはジェネリック医薬品が適さない場合もあります。 
不安や疑問点等をしっかりと医師に確認し判断しましょう。
使用後も効き目等を医師や薬剤師と相談しながら利用しましょう。


